
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

茨城県男女共同参画基本計画（第４次）の概要（案） 

[計画期間] 令和３（2021）年度～令和７(2025)年度（５ヵ年計画） 

本県では，茨城県男女共同参画推進条例や「茨城県男女共同参画基本計画（第３次）」（計画期間 H28～R2）に基づき施策を展開しているが，男女共

同参画を取り巻く社会情勢の変化や様々な課題に対応するとともに，国の男女共同参画基本計画を勘案して，中長期的な展望に立った本県の男女共同

参画社会の実現に向けた取組の方向性を示すため，令和３年度からの新たな茨城県男女共同参画基本計画を策定する。 

 

計   画   の   内   容 

＜基本目標Ⅰ＞ 

あらゆる分野における男女共同参画の推進 
 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

  (1)地方公共団体や企業・団体等における女性の

参画拡大 

２ 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と 

生活の調和 

 (1)ワーク･ライフ･バランスの実現 

(2)女性が活躍できる働き方の実現 

 (3)安心して就労できる環境づくり 

３ 地域・農山漁村における男女共同参画の推進 

 (1)地域力を高める人材育成・コミュニティ 

づくり 

 (2)ＵＩＪターンの促進 

 (3)未来の農業のエンジンとなる担い手づくり 

 (4)地域・農山漁村における女性の参画拡大 

４ 科学技術・学術における男女共同参画の推進 

 (1)理工系分野への女性の参画拡大 

 (2)科学技術を担う人材育成 

＜基本目標Ⅱ＞ 

安全・安心な暮らしの実現 
 

１ あらゆる暴力の根絶 

 (1)身体的,精神的苦痛を含むあらゆる暴力の

根絶，被害者の保護･支援に向けた環境づくり 

 (2)男女が互いの人権を尊重する社会づくり 

２ 男女共同参画の視点に立った生活上の困難 

に対する支援と多様性を尊重する環境の 

整備 

 (1)持続可能で多様な働き方の実現 

 (2)困難を抱える子どもへの支援 

 (3)誰もが教育を受ける ことがで きる環境づく り 

 (4)多様性を認め合うダイバーシティ社会の実

現に向けて 

３ 生涯を通じた健康支援 

 (1)「知･徳･体」バランスの取れた教育の推進 

 (2)結婚・出産の希望がかなう社会づくり 

 (3)人生百年時代を見据えた健康づくり 

４ 防災・復興における男女共同参画の推進 

 (1)防災意識の高揚と地域防災活動の支援・ 

充実 

＜基本目標Ⅲ＞ 

男女共同参画社会の実現に向けた 

基盤の整備 
 

１ 男女共同参画の視点に立った各種制度等の 

整備 

 (1)誰もが能力を発揮できる社会づくり 

(2)安心して子どもを育てられる社会づくり 

 (3)地域包括ケアシステムの構築 

２ 教育・メディア等を通じた男女双方の意識の

改革，理解の促進 

 (1)一人ひとりが尊重される社会づくり 

 (2)キャリア教育による将来の目標づくり 

 (3)生涯にわたる学びのすすゝめ 

 (4)情報教育の推進正しいメディアとのつきあい方 

計 画 策 定 の 趣 旨 

＜推進体制と進行管理＞ 
 
１ 県の推進体制の充実 

２ 連携の強化 

３ 進行管理等 

資料３ 


